
 
いじめの未然防止と早期対応 

 
校長 板橋 利行 

 
 朝晩の空気が冷たくなり、学校周辺でも広葉樹が色付き、落ち葉も増えるなど、秋の深ま

りを感じます。 
そのような中、６年生の国会議事堂見学を皮切りに先月から校外学習が始まりました。自

動車工場など未だ見学を中止したままのところや人数制限の厳しいところもありますが、そ

れでも、学習を深めることをねらいに各学年で実施計画を立案しているところです。 
さて、１１月は埼玉県の「いじめ撲滅強調月間」です。（裏面の記事もご覧ください。）い

じめの定義をご存じでしょうか。いじめ防止対策推進法に規定されていますのでスマホ等で

調べると直ぐに分かりますが、一番のポイントは「嫌な思い」をしたかどうかです。これは

子供によって感じ方が違いますし、同じ子でもそのときの状況で受け止めが変わります。 
ここで問題です。次の例では、いじめは何件になると思いますか。 

・Ａさんは、先月にＢさんから悪口を言われました。今月になって、同じＢさん

から背中を押されました。また、その翌週にＣさんから陰口を言われました。

全部事実であり、Ａさんが嫌な思いをしたことが確認されたとします。 

答えは「１件」です。実際には、３件について指導しますが、市教委への報告は１件です。

報道ではあまり語られませんが、実はこの「件数」は「人数」とイコールなのです。ですか

ら、どの学校でも在籍児童生徒数を超えることはありません。予断ですが、「ＡさんがＢさん

に好意を告白して振られました。」という事例の場合、どちらも嫌な思いをすれば、いじめで

あり、報告件数は２件になります。けんかも同様です。法律上のいじめは範囲がとても広く、

大人が思い描く社会通念上のいじめは、その一部なのです。 
本校のいじめの認知件数は、昨年度は２６３件、今年度の９月までで１２３件です。多い

のでしょうか、少ないのでしょうか。嫌な思いをしたことを言える学級がつくられていれば、

いじめの認知件数はそれほど重要ではなく、むしろ分かった段階での「早期対応」が重要に

なると考えます。また、小さなトラブルは自分たちで解決できる力をつけていくことも大切

です。このため、毎月の「なかよしアンケート」で、いじめなどで困っていないかを確認し、

なるべく早く事実確認や指導を行うようにしています。 
もう一つの大きな柱として「未然防止」も大切です。いじめが悪いことだと知らない子供

はいません。先月には児童会の発案でいじめを防ぐ標語やポスター作成が行われています。

道徳でもいじめは扱いますし、機会あるごとに指導していくことで、意図的で陰湿なものは

減らせると考えます。 
どの学級でもいじめは起こり得るのです。だから、子供たちが安心して過ごせる学級づく

りを目指し、子供の様子の変化に気付けるよう努めています。来月には学校評価を行います。

全児童が「学校が楽しい」と思える教育活動を推進してまいりますので、引き続きご協力を

お願いいたします。 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

              「笑顔」「健康」「学び」あふれる元郷南小学校 令和３年１１月号 

１ 就学時健康診断について 
  ２４日（水）は就学時健康診断です。来年度入学予定の子供たちと保護者が来校します。 

下校時刻と昼食については下記のとおりです。ご理解・ご協力をお願いいたします。 
 ・１～４・６年生・・・・給食なし、１１：５０頃下校 
 ・５年生・・・・・・・・弁当持参、１５：３０頃下校 

２ １２月の主な行事予定について 
  ・１２月１日（水）４年校外学習（利根大堰・さきたま古墳等） 
  ・１２月３日（金）持久走大会（予備日７日（火）） 
  ・１２月６日（月）５・６年授業参観・保護者会 
  ・１２月８日（水）１・２年授業参観・保護者会 
  ・１２月９日（木）３・４年授業参観・保護者会 
  ・１２月２１日（火）給食終了 
  ・１２月２４日（金）第２学期終業式 

３ 毎日の健康観察について 
・１１月も校外学習や社会科見学の実施を計画しています。１１月１日現在、新型コロナウイル

ス感染症の罹患者は減ってきておりますが、引き続き、感染症予防対策へのご協力をお願いし

ます。また、９月２８日付「校外学習の実施について」にもありますように、実施にあたり児

童と同居されている方の体調管理にご留意ください。 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 
 ６年修学旅行① ６年修学旅行② 文化の日 朝会（放送） 

委員会活動 
  

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 
 学校運営協議会 ４年荒川知水

資料館見学 
PTAベルマーク
回収作業 

安全点検日 
集金日 

３・４年臨時歯科健診 運動会前日
準備 

運動会 

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 
運動会 
予備日 

振替休業日 ２年校外学習 なかよし活動 クラブ活動 
領家中サポー
ト相談員来校 

短縮時程 
校内授業研究会 

 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 
  勤 労 感 謝 の日  就学時健康診断 

（３時間授業） 
ふれあいデー 

クラブ活動 
 

  

２８ ２９ ３０     
  １年 校 外 学 習

（東武動物公園） 
    

家庭数 

埼玉県では、教育に関する理解を一層深めていただ

くため、「彩の国教育の日」及び「彩の国教育週間」を

設け、学校・家庭・地域が一体となった取組を推進し

ています。 

学期末の授業参観・保護者会

の実施方法については、後日

手紙にて詳細をお知らせい

たします。 


